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国土審議会土地政策分科会企画部会 

第７回低・未利用地対策検討小委員会 

平成１８年６月２７日（火） 

 

【中村土地利用調整課長】  それでは定刻となりましたので、ただいまから第７回目の

低・未利用地対策検討小委員会を開催させていただきます。最初にお手元に配付の資料の

確認でございますけれども、議事次第、座席表、委員名簿、それから資料が資料番号の１

から４までということと、封筒の中には前回の小委員会の議事録が入っております。もし

何か欠けているようなこと等ございましたら、事務方にお申しつけいただければと思いま

す。 

 それではこれからは委員長に議事進行をお願いいたします。 

【柳沢委員長】  おはようございます。それでは今日も前回に引き続きまして、中間取

りまとめについて議論をいただくわけですが、前回の先生方のご指摘を踏まえて、全面的

に踏まえていただけたかどうかわかりませんが、踏まえて、何カ所か修正をされているよ

うですので、修正点を重点にご説明をいただきたいと思います。 

【中村土地利用調整課長】  それではご説明いたしたいと思います。今、委員長からご

ざいましたように、前回の小委員会で初めて、中間取りまとめの案をごらんいただき、ご

議論いただきまして、さまざまな観点からご意見等をいただいたところでございます。事

務局といたしましては、いただきましたご意見を踏まえたものにするという方針で修正作

業を行わせていただきましたけれども、前回の小委員会でも当方からなかなか明示しにく

いというようなことを申し上げた点も含めて、一部反映されていないものもございますこ

とも、まずお断りさせていただきたいと思います。 

 先ほど申し上げましたように、資料は４種類ございますけれども、このうち資料２の「中

間取りまとめ（案）」を中心に、修正箇所をなるべく順に追いながらご説明したいと思いま

す。その際、資料４という横長のちょっと薄っぺらい紙が、前回の小委員会における主な

ご意見等とそれを踏まえた修正箇所や内容を一覧表にしたものでございますので、必要に

応じてごらんになっていただきたいと思います。それから今回初めて提示いたしました資

料３、参考資料という資料編でございますけれども、その説明も一部いたしたいと思って

います。 

 それでは資料２の３ページをお開きいただきたいと思います。修正箇所にはアンダーラ
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インを引いてございます。ここは第１章の部分でございます。利用されずに放置されてい

る土地の現状とその背景というものを地域別に見てきている部分でございますけれども、

前回農村部の空き家も問題ではないか、その辺の記述が欠けているというご指摘がござい

ましたので、この「農地・農村」の中で右下のほうですが「また」というところ、アンダ

ーラインが引いてありますように、記述を追加させていただいております。 

 それから、資料３をちょっとごらんいただきたいと思います。この資料自身はこれまで

この小委員会で主として土地・水資源局から紹介いたしました資料、ヒアリングをいたし

まして、それぞれの団体から出されたものは入れておりませんけれども、そういった資料

を中間取りまとめのストーリーの順にできるだけたくさん並べたものでございます。幾つ

か新たに追加したものもございますので、そこを中心に適宜説明したいと思いますけれど

も、その一つが２５ページでございます。２５ページ、これは第１章で問題事例を幾つか

紹介してございますけれども、それを地図といいますか図面の上に落としてみたものでご

ざいます。新たに追加したものでございます。 

 それでまたもとの資料に戻っていただきまして、５ページをごらんいただきたいと思い

ます。ここは「利用されずに放置されている土地の問題」という部分でございますけれど

も、ここの記述がちょっと薄っぺらじゃないかというご指摘がございました。そこで、コ

ラムも含めて充実をさせていただきました。 

 まず（１）というところで「本来的な土地利用に関する問題」という表題で、商業機能

とか農業生産力が低下しますということだけを記述しておりましたけれども、これに土地

に対する投資が無駄になる問題ということを追加いたしまして、「国民経済的な観点から大

きく損失を生じる」ということを指摘しております。 

 それから次に（２）というところですけれども、前回の案では環境の悪化とか犯罪の誘

発、中山間地域等における火災の発生について簡単に触れていたという状況でしたけれど

も、問題項目ごとに丁寧に説明をするという方針で臨んでおります。６ページをお開きい

ただきますと、上のほうで①という項目「防犯面での不安の増大」という項目を起こしま

して、国土交通省が２００５年に行いましたアンケート結果から、空き地とか空き家の増

加に対しまして、多くの国民が防犯面で不安を抱いているということを記述しております。 

 それから②としまして、「生活環境の悪化」という項目を立てまして、これも同じく国土

交通省のアンケート調査結果から国民の意識を紹介しています。コラムも新たに設けまし

た。ページをめくっていただきまして、７ページでは「災害の発生」という項目を立てて
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おります。市街地における空き家の放置と火災等との関係を、新たに記述として追加いた

しますとともに、水田の耕作放棄と地すべりの関係について、農林水産省の「食料・農業・

農村白書」からの抜粋ではございますけれども、コラムを設けて少し丁寧に説明をすると

いうことといたしました。 

 それから、低・未利用地の問題は国土全体の資源管理という視点もあるのではないかと

いうご意見もございましたので、この７ページの（３）という部分ですけれども、「国土の

資源保全上の問題」という項目を新しく設けました。これまで国土保全機能と一緒くたに

説明していましたが、これを別に分けて詳しく書くことによりまして、国土の資源を適切

に保全していく上で、低・未利用地の発生は問題があるということを明記しています。後

ほど出てくるところの布石としても、ここに書いておこうかなということで新たに設けた

ものでございます。 

 ページをめくっていただきまして８ページをごらんいただきたいと思います。以上で１

章は終わりまして、第２章です。ここでは（２）の「新たな利用主体の登場」というとこ

ろで、ＮＰＯとか団塊の世代について書いているけれども、減るほうの話、農家数の減少

等についても触れるべきではないかといったようなご指摘がありましたので、そういった

内容を追加いたしますとともに、残された（１）と（３）が少し貧弱になるということも

ありまして、いずれも少し記述を充実しております。 

 （１）の部分、「様々な問題の顕在化と今後の拡大懸念」というところでは、国土交通省

が２００６年に行いました「土地問題に関する国民の意識調査」の調査結果から、人口と

か世帯数の減少によって想定される影響について、これはコラムの中にも書いてございま

すけれども、追加したということでございます。 

 それから（２）の部分、これは９ページにかけてでございますけれども、農業や林業に

係る担い手の減少について、数字を含めて記述しております。それから９ページの下のほ

うから１０ページにかけてでございますけれども、「国民意識の変化」という項目で書いて

ありますけれども、１０ページで新しくコラムを設け、国土交通省それから愛知県が関連

の調査をしておりますので、国土交通省の調査では街並みとか景観の向上・保全への関心

があるのかないのかということ、それから愛知県の調査では低・未利用地の活用に当たっ

て望ましい施設ということで、公園とか公開空き地、ボランティア活動等のまちづくりの

拠点、こういうところが上位に挙がっているということを追加して記述をしたということ

でございます。 
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 それで、今ご説明しました（２）の新たな利用主体の登場の関係で、また、横長の資料

３をごらんいただきたいと思いますが、３２ページでございます。これは資料３をつくっ

ていまして抜けていたなということで追加をしたものでございますが、ＮＰＯ関係の資料

を２枚追加をいたしました。３２ページはＮＰＯ法人の累積承認数がだんだん増えていま

すということと、どういう分野の活動が多いかということです。低・未利用地というのは

ないんですけれども、いろいろな観点から関係してくると思います。社会教育とかまちづ

くり、子どもの健全育成とか学術文化とかです。環境の保全もありますけれども。そうい

うのが上位に挙がっているということでございます。それから次の３３ページですけれど

も、これも平成１５年度に国土交通省が実施したアンケート調査結果ですけれども、「多様

な主体による地域づくり」の重要性に対する意識が高まっているということで、ＮＰＯに

対する期待が大きいということがわかります。 

 また、資料２に戻っていただきたいと思います。１０ページでございます。２の「土地

利用と低・未利用地の考え方」という部分でございます。この部分に関しましては前回の

小委員会におきまして「利用」とか「低・未利用地」についていろいろなご意見がござい

ました。例えば容積率を有効に利用していない土地は低・未利用地ととらえることもでき

る、駐車場も低・未利用地であるかもしれないといったようなご発言とか、土地に対する

ニーズが刻々と変化する中で狭小敷地等のニーズを満たさない低・未利用地が発生してく

るのはやむを得ない面があり、都市再生機構の事例のように低・未利用地を積極的に転換

するつなぎ役が重要といったようなご指摘がございました。 

 そこで次の１１ページからなんですが、（２）の「低・未利用地の考え方」という表題で

始まりますけれども、この部分において幾つか文言を追加し、また文章を追加いたしてお

ります。まず、１１ページの下のほうの①の部分からですけれども、アンダーラインを引

いてある箇所が何カ所かありますが、「利用されずに放置されている土地」という言葉の前

に「長期間にわたり」という言葉を追加しております。これは非常に短期のものはそれほ

ど問題にすべきものではないという感じを出すためでございますし、１０ページの下から

５行目にも実は「長期間にわたり」という文言が入っていたこととの平仄をとろうという

ことでございます。 

 それからページをめくっていただきまして１２ページをごらんいただきたいと思います。

大分アンダーライン引いてございますけれども、１５行ほど文章を追加しております。固

まりが２つございますけれども、最初の固まりの部分、こちらは低・未利用地の判断は前
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のほうで「利用」を幾つか言っていますけれども、どの利用を念頭に置くかによって変わ

ってくるという判断の相対性を明記しております。その際、国土全体の資源管理という視

点があるというご意見、最初のほうでも少し修正いたしておりますが、そういうご指摘を

踏まえまして、粗放的な管理も利用であることを強調する形も併せてとっております。 

 次の固まりの部分は、特に都市中心部等を念頭に、土地利用の転換を視野に入れて低・

未利用地かどうかを判断すべき場合もあるということを追加して記述しております。 

 それから１２ページ残りの部分ですけれども、低・未利用地の問題は時間的なスパンを

どう考えるかによって変わってくるというご指摘がございましたので、「土地利用の様々な

姿」に「将来的な諸条件の変化を踏まえた」という文言を追加することによりましてニュ

アンスを出そうとしております。 

 以上で第２章は終わりまして、次に１４ページ、第３章でございます。第３章全体に関

係するご意見といたしまして、中間取りまとめで紹介してある取組事例を一覧表みたいな

ものにできないでしょうかということがございました。そこで資料３の３４ページをちょ

っとごらんいただきたいと思います。何度も飛んでいただいて申しわけございませんけれ

ども。３４ページ、これは横軸に地域の類型、それから縦軸に利用目的等をとりまして、

紹介した事例を一覧表にしたものでございます。もっと事例を探してくればあいてるなあ

というところも埋まってくると思いますけれども、今回の事例を並べるとこういう感じに

なるということでございます。ただ、つくっていて思ったのは、林地・森林の部分は切り

口がちょっと違っているので入れづらかったというか、ほんとうかなあと思われる部分を

ちょっと無理くりに入れている部分もございますけれども、１つの表で整理するとこんな

形も考えられるということでございます。 

 それから、同じ横長の資料の４３ページをごらんいただきたいと思います。先ほど問題

事例で同じような地図がございましたけれども、絵の上に取組事例を、全部載せると５０

何個もあるもんですからごちゃごちゃになるので、幾つか載せてみるとこんな感じかなと

いうものを、これも初めてつくったということでございます。 

 それではまた資料２に戻っていただきたいと思いますが、１７ページまで飛んでいただ

きたいと思います。ここは都市についてずっと述べているんですけれども、その取組事例

のうち２番目の項目の「基盤整備による土地利用の円滑化」というものに分類したものを

掲げてある部分です。東京赤坂の都市再生機構による取組につきまして、低・未利用地を

積極的に転換するつなぎ役の重要性について少し言葉を足したということでございます。 
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 次に１８ページをごらんいただきたいと思います。前回取組を促進する税制についてご

発言がありましたが、制度論としては現在ちょっと書ける状況にありませんので、事例の

中でできるだけ言及できるものは拾い出したいということで探しましたが、兵庫県尼崎市

の不均一課税の記述で若干言葉を足したということでございます。 

 それからページを飛んでいただきまして、２０ページをごらんいただきたいと思います。

右のほうのコラムで「経済産業省が補助」というふうに追加してあります。これは紹介し

てある取組に必要なお金とか財源をどうやって確保しているかを明示してほしいというこ

とがございましたので、紹介できるものについてはできるだけコラムの中で明記するとい

うことで、幾つかのコラムの文章を修正してございます。 

 次の２１ページの上のほうの「廃校の自然体験施設としての利用」の部分もそうですし、

２３ページの「宮前ガーデニング倶楽部」の取組につきまして修正してあるのも同じ関係

です。ほかにも幾つかありますけれども、そういうところを何カ所か直しているというこ

とでございます。 

 それからページを飛んでいただきまして、２６ページをお開きいただきたいと思います。

都市が終わりまして、今度は農地に係る取組が続いていくわけです。農地に係る取組は６

つの観点から紹介してございますけれども、取組主体に着目した柱立て、２８ページの（３）

で「多様な主体の参入による農業展開」という表題になっています。それと取組目的に着

目した柱立て、例えば３０ページの「レクリエーションの場としての利用」ということで、

切り方が少し違うんじゃないか、混在しているというご指摘がございました。 

 実はこの（１）から（３）まで、６つあるうちの最初の３つは本来的な利用に関する取

組、それから後ろ３つ、（４）から（６）までは多様な利用に関する取組というふうに並べ

てありますので、取組目的という意味ではある意味整理されているかと思っておりますけ

れども、（３）で「多様な主体」という文言が登場しているのでちょっとおかしいなという

感じがするのだと思います。いろいろ考えたんですけれども、なかなかいい表現が思い浮

かばなかったので、前回のままにしてございます。 

 次に３３ページをごらんいただきたいと思います。３３ページ、一番最初にご説明しま

した農村部の空き家の問題というご意見の関連といたしまして、兵庫県の多自然居住の施

策の中で、空き家の活用による交流拠点施設の整備の支援とか、旧八千代町の大和地区で

「空き屋・分譲地見学」ということを実施しておりますので、今まで明記していませんで

したが、今回明記することにしました。 
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 ３４ページでございます。農地の最後の部分として「自然環境の保全・創出」を図って

いる取組を（６）の部分で紹介しておりますけれども、冒頭出てきました資源管理の問題

ととらえると、農地の粗放管理のような取組が重要であるといったようなご意見、それか

ら水田は環境の面からも価値が大きくてウエットランドとしての意義が大きいというご指

摘がございましたので、３４ページの右のほうでございますけれども、「農地の果たす多面

的機能に係る認識の深まり」という文言を追加いたしますとともに、ページをめくってい

ただきまして２つの事例を新たに追加いたしました。１つは右上のコラムにございますよ

うに水田の湛水によりまして地下水のかん養を図っております取組です。熊本県熊本市と

熊本市の企業が補助金を出して、農家が湛水するのに必要なお金を補助しているというこ

とでございます。 

 それから左下のコラムですけれども、二毛作をやっていれば別ですが、作付が行われて

いない冬に意図的に水田に水を張ることによりまして、生き物の豊かな環境の創出を図っ

ております、宮城県登米市の取組です。「ふゆみずたんぼ」と言っているそうですけれども、

この取組について紹介をするということにいたしました。 

 以上で農地は終わりでございます。林地・森林の関係でございますが、３６ページから

始まりますけれども、少し紹介事例が少ないんじゃないか、神奈川県の公的管理のような

優良な取組もありますよというご意見を踏まえまして、３７ページをお開きいただきたい

と思いますが、１９９７年から行われております水源の森林づくり事業について記述をす

ることにいたしました。コラムの中にもありますように国のお金とか県の一般会計もあり

ますけれども、水道事業の負担金、それから個人とか企業からの寄付金を使いまして、補

助もしますけれども県としても取得をするということで、２００４年度までに６,２２４ヘ

クタールについてそういう取組をしているということでございます。以上で森林も終わり、

それから自然環境も特段なく、第３章の部分は終わりでございます。 

 ４８ページまで飛んでいただきます。第４章、最後の章の部分でございます。基本的な

考え方と対応方向でございますけれども、前回のご議論の中で土地の集約化などについて

も強調すべきではないかといったようなご意見がありましたし、この中間取りまとめのベ

ースはまずは利用しなさいということなのかといったようなご質問がありまして、まあそ

ういうことですというお答えをしたかと思います。これらを踏まえまして４８ページの上

のほうで線を引いてありますが、「それぞれの分野の課題を踏まえた施策の検討が進めら

れている」と書き加えまして、都市とか農地とかの分野ごとの施策は、第一義的にはそれ
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ぞれの分野を担当する部局で適切に対応してもらいたいというニュアンスを強調しており

ます。それから真ん中からちょっと下のほうですけれども、「当面、最低限の改善を図って

いくということを前提に」ということを加えることによりまして、中間取りまとめの第４

章の守備範囲を明確にしたということでございます。 

 また、今回の取りまとめが、省庁横断的な提言であることを明示してはどうかというご

意見もございましたので、同じくこの下から７行目あたりからそのような趣旨の文章を加

えております。省庁、地方公共団体だけじゃなく、団体にも呼びかけるという格好にして

ございます。 

 次に、４８ページ下のほうですけれども、（１）の表題は、これまで「所有と利用の分離」

でございましたが、前回、「新たな土地利用概念の構築」というくくりの中で「所有と利用

の分離」というのは特段新しい概念でもないので、書きぶりをちょっと工夫すべきじゃな

いかというご指摘がございましたので、表題を変えますとともに、文章につきましても直

しました。所有と利用の分離という考え方が新たな考え方であるという感じを薄くいたし

まして、所有者以外の者による利用の促進をますます重視していく必要性というものを強

調するものに修正いたしております。５０ページの上までそういう修正でございます。 

 次に５０ページの「公益性の重視」の部分でございますけれども、このページは特に直

してありませんが、次の５１ページをごらんいただきたいと思います。何度目かの登場に

なるわけですが、農地の粗放管理のような取組の重要性についてのご指摘を踏まえまして、

上のほうでございますけれども、「国土の資源を適切に保全していく観点からは、土地の利

用の一形態として、粗放管理を選択肢として考えていくことも重要」という文を追加いた

しております。 

 それからページをめくっていただきまして５２ページでございます。２つございます。

まずここは「地域コミュニティを中心とした多様な主体による活用・管理」について記述

をしている部分でございますけれども、ＮＰＯ法人の制度があるという記述を従来してお

りましたが、農業サイドで土地改良区とか農用地利用改善団体のような先駆的な取組もあ

るので、そういうことも紹介してはどうかということがございました。そこで本文中に土

地改良区の仕組みについて言及いたしますとともに、右上にコラムを設けまして、そのよ

うな土地改良区が地元の市それから地域住民とアダプト協定を結びまして、水路等の維持

管理を一緒になって行っている岩手県の事例を一つ紹介いたしました。制度もあるんです

けれども、さらに取組が一歩前進しているというものをご紹介するという形をとりました。 
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 それからこのページの２つ目の修正なんですが、後に「連携」の関係でイメージ図を紹

介していたんですけれども、この地域コミュニティによる活用・管理というのは一つ重要

なポイントだろう、後ろにイメージ図があってここにないとこっちが目立たないので、イ

メージ図を入れてはどうかということで、左下のようなイメージ図をつくってみました。

これはＮＰＯ法人「ＫＡＯ（カオ）の会」の取組を参考に、少し一般的に、固有名詞も外

してつくってみたものでございます。 

 次にページを１枚飛んでいただきまして、５４ページです。５４ページから「情報の共

有・活用」について始まります。イングランドのＮＬＵＤを紹介して、我が国においても

似たような取組をすべきだということを指摘した部分でございますけれども、データベー

スが構築できれば、他省庁とか地方公共団体も活用できるということを明記したほうがよ

いというご意見がございましたので、次の５５ページの上のほうに「このような取組は」

ということでその旨書かせていただいております。それからこの情報の関係では衛星モニ

タリングのお話もございましたけれども、まだ具体的な手法については検討途上ですので、

ちょうど真ん中辺ですけれども、「モニタリングの手法を含め」という文言を追加させてい

ただいております。 

 次に５７ページでございます。ここは「行政における連携の強化」についていろいろ書

いてある部分ですけれども、前回市町村段階では土地利用に関する計画がさまざまで縦割

りになっている、協議会のようなものの設置について明記してはどうかというご意見がご

ざいましたので、ちょうど右下のほうですけれども「このような関係部局による連絡シス

テムの構築の検討を進めることも有効であろう」という文をつけ加えさせていただいてお

ります。 

 ページをめくっていただきまして５８ページです。先ほど地域コミュニティのところで

新しいイメージ図をつくって載せておりますけれども、そちらをつくりましたところ、こ

れまでここに掲げていましたネットワークのイメージ図が少し簡単なものに感じられまし

たのと、ここで言っている連携の全体像をあらわしたものになっていなかったなという反

省のもとに、新しいものにつくり変えております。水色の楕円が１つの土地とか地域、ど

っちになるか場合によって変わってきますけれども、そういうところにおける取組をあら

わしております。一番左側の水色の楕円の形のほかにいろいろなタイプがあるということ

で、とりあえず３つほど楕円をつくっておりますし、線を引いて関係者はつながり合って

いるということを示しております。分野連携ということで水色間がつながっているという
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ことでございます。 

 それから次の５９ページにかけて「コーディネーターの活用促進」ということについて

書いてあります。前回の小委員会でＮＰＯの人的資源の確保ということについてお話があ

りまして、その場では人件費補助のようなことも書けないかということもありましたけれ

ども、そこはなかなか困難でありますので、少し真正面ではありませんが、ＮＰＯ法人の

中心人物を想定いたしまして、そのようなコーディネーターといろいろな専門家のつなが

り、ネットワークの構築について指摘するということで、上のほうに加えてあります。た

しかＮＰＯ法人のヒアリングの際に、ビオトープを再生する取組に当たって、当該ＮＰＯ

法人に生物とか昆虫とかそういう専門家がいないので、そのような専門家と連携すること

が重要だというお話があったかと思いますけれども、そういうのを参考にここをつけ加え

たということでございます。 

 それから６１ページをお開きいただきたいと思います。ここは下のほうで、「土地利用方

針の明確化」という部分でございますけれども、低・未利用地問題を考える上で狭い地域

の視点と、より広域的な視点との調整が必要というようなご指摘とか、都道府県レベルの

計画は市町村から出てきた多様な価値観にブレーキをかけているという実態がありますと

いったご指摘もございましたので、この６１ページの下のほうで都道府県の土地利用基本

計画の策定に当たって、市町村の土地利用方針を明らかにする土地利用計画と調整を図る

ことの必要性について記述を追加しております。 

 ６２ページが一番最後でございますけれども、一番最後のところにアンダーラインが４

行ほど引いてあります。市町村合併によりまして、市町村の周辺部の土地利用に対する関

心が薄まっていることに対して、土地利用計画は一つの解決策になるんじゃないかという

ご指摘がございましたので、「土地利用計画は地域を見つめ直すことに資するものになる」

旨の記述をここで加えさせていただいたということでございます。以上で修正点のご説明

を終わらせていただきます。 

【柳沢委員長】  はい。ありがとうございました。それでは今日でこの中間報告につい

ての議論は一応終了という予定ですので、皆さん言い残しのないように、宿題でもよろし

いですし、それからご感想ということでもいいですし、あるいはこのでき上がったものの

後の活用の仕方というような観点でも結構ですので。どうしましょうか、一言ずつ。今日

は鷲谷先生のほうから一言ずつご発言いただくということにしたいと思います。 

【鷲谷委員】  いろいろ修正していただいて私にとってはとてもわかりやすくなりまし
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た。ちょっとマイナーなことでつけ足すような形なんですけれども、まず３５ページのこ

のあたりに大分書き込んでいただいたのはとてもありがたく思っています。それで、「ふゆ

みずたんぼ」が行われているというところの後に、もしできれば、また近隣の蕪栗沼では、

そのような取り組みが行われている周辺の田んぼ地帯が沼とともにラムサール湿地に登録

されたという画期的な事例もある。田んぼがラムサール湿地として国際的にも認められた

という例があるんですね。それが伊豆沼・内沼の近く、何キロくらい離れているかわかり

ませんけれども、蕪栗沼という沼がラムサール湿地に登録されるときに田んぼも一緒に登

録されたんです。なので、それというのは田んぼがウエットランドとして国際的にも認め

られたということでもありますので、ちょっと一言事例を加えればいいと。「行われている」

の後に一言、先ほど言った文言でも、もうちょっと簡単にして下さってもいいと思うんで

すが、加えていただくともっとインパクトがあるのではないかと思います。 

 それからもう一つ非常にマイナーなことなんですけれども、５２ページで左下のイメー

ジ図というのが比較的一般性のあるものとして書き直されたということなんですけれども、

その一般性を考えると何か「地元企業」とかいうような言葉も、「地元自治会商店会」って

ありますね、それと対等ぐらいで地元企業というものもあるんじゃないかと思います。こ

ういう連携の取り組みに企業が参加することというのは、最近比較的多くなってきている

んじゃないかと思うんです。まちづくりみたいなことになるかわかりませんけれども、自

然環境の関連で谷津田などを再生する取り組みでＮＥＣがかなり重要な役割を果たしてい

るとか、地元の方たちやＮＧＯとともにですね。そういうのもあるので、「地元」という言

葉は要らないかもしれないですけれども、企業の役割というのも最近では目立つようにな

ってきているように思いますので、一言入れてもいいんじゃないかと思います。以上です。 

【柳沢委員長】  何かあります？ 

【中村土地利用調整課長】  最初のラムサール条約の関係は、田んぼまでというのは私

どもも把握していませんでした。出だしのところでラムサールと書いてあるんですけれど

も……。 

【鷲谷委員】  書いてあるんですけれども、そうですね。 

【中村土地利用調整課長】  ちょっと書きぶりを考えます。 

【鷲谷委員】  伊豆沼や内沼がしばらく前からラムサール湿地だったんですけれども、

去年その蕪栗沼がラムサール湿地に登録される時にふゆみずたんぼの取り組みをしている

周辺水田も含めてラムサール湿地になったということで、これは国際的に見てもかなり注



 -12-

目すべき動きだと思いますので、これの例を出すんだったら一言つけ加えたほうがインパ

クトがあるように思います。 

【中村土地利用調整課長】  ５２ページのほうは先ほど申し上げましたように、ＫＡＯ

の会をベースにし、そこに企業が出てこなかったので、企業が登場していません。ネット

ワーク構築のところで企業が出ていますので、こちらに出ていてもおかしくないと思いま

すので、追加をしたいと思います。 

【柳沢委員長】  はい、ありがとうございました。それでは村木先生。 

【村木委員】  私は、５５ページのところで、上のほうですけれどもアンダーラインが

引いてある、「このような取組は」というところで関係省庁や地方公共団体、いろいろなと

ころの土地利用の施策を考えるに当たってデータベースの構築が非常に役に立つというと

ころなんですけれども、これ、よくよく考えてみますと確かに公共団体もしくはほかの官

庁の役には立つこととプラス、新たな低・未利用地の活用の可能性を考えるという観点で

は、この前のところに出てきている例えばＮＰＯであったり、例えばもしかしたら民間企

業がいろいろな土地を集約化して、新たなビジネスを考えるということに活用することも

できるのではないかなと思いましたので、その点についてもしもつけ加えることを考えて

はどうかなという感じが今日の全体の話をお伺いしながら思いました。 

 それとあともう一つなんですが、５８ページのところにネットワーク構築のイメージが

あって、これ非常にわかりやすいと思ったんですけれども、この図を見ながらもう一つ思

ったのが、例えばイギリスでタウンセンターの中心市街地活性化等をやっておりますと必

ず町の中にコーディネーターがいて、その方が地方行政や土地所有者とビジネスをやって

いる方たちのコーディネートをしてらっしゃるので、１つの丸がイギリスだと１つの町の

タウンセンターというふうに考えることができるんですけれども、そのコーディネーター

同士をつなぐプラットホームの中で、困った課題やこれから先のことを議論しつつよりよ

い町の活性化等を考える仕組み、つまり課題問題を討議するプラットホームのようなもの

というのが存在するんですね。そうするとこれはもしかしたらネットワーク全体の外側に

も一つ、そういうものの共有というプラットホームが存在するのか、またはコーディネー

ター同士の意見の共有というのがその次のページに出てくるネットワークという意味なの

かもしれませんけれども、プラットホームという考え方はこのイメージ図の中に、もしか

したら外側にもう１つ大きな丸があるのかもしれませんけれども、記入されると、より後

ろのご説明がわかりやすくなるのではないのかなという感じがいたしました。以上です。 
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【柳沢委員長】  ありがとうございました。 

【中村土地利用調整課長】  まず最初にご指摘がありました情報の共有・提供の関係な

んですけれども、今、村木委員のほうから言われたことは、５４ページで、必要性を述べ

るときに、実は多様な主体の所有者以外の者の参入とか多様な者の参入ということでＮＰ

Ｏとか団塊の世代の人々をはじめとして、呼び込むことが期待できると書いてあります。 

【村木委員】  あ、ここに書いてあるんですね。わかりました。 

【中村土地利用調整課長】  それから後者の方はちょっとこの中ではプラットホームと

いうことを明確に出していないんで、どうするかということなんですけれども、当然コー

ディネーター間の連携といいますか、いうことはあり得ると思いますので、その辺は絵に

あらわせるかなという感じはいたしておりますけれども。 

【日尾野土地・水資源局次長】  あの、ちょっとこのイメージ図をつくるに当たってで

すね、実はその一つのプラットホームみたいなもので囲まなかったという理由だけをひと

つ言わせていただきますと、実は今まで各市町村といいますか官制のもの、いわゆるネッ

トワークづくりというのがあるわけですね、そうすると一つの形で決めてこれしかないと

いうふうにやってきて、その硬直性が実は我々問題ではないかというふうに思っておりま

す。つまりプラットホームも実は多様で縦横斜めこうなっているはずなんですが、絵にか

くとどうも単純にそれしかないと引っ張られるんじゃないかという危惧がございまして、

少し弾力的な絵にならないかということでこんな絵にさせていただいたということです。

おっしゃっていることはわからないわけではない、十分わかっているつもりなんですが。 

【柳沢委員長】  それはまあ後で少し研究をして、まとめの段階でまた処理をいたした

いと思います。それでは土屋先生お願いします。 

【土屋委員】  まずは全体の感想ですけれども、前のバージョンと比べるとかなりいろ

いろなところに改善がみられて、非常に読みやすくなったし、資料的価値も上がったと思

いますし、主張もはっきりしたと思いますので評価したいと思います。それで初めに簡単

な語句の問題なのですが、８ページの一番下の（２）というところありますね。下線部が

引いてあるところですが、「農地の主な担い手」と「森林の担い手」という言い方がありま

す。「農業の担い手」とか「林業の担い手」というのはあるのですけれども、ここで適当な

のは農地「管理」の担い手、森林「管理」の担い手ではないでしょうか。見解の相違があ

るかも知れませんが、私は読んだとき違和感があったので「管理」を入れたらいいのかな

という気がしました。 
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 それからもう一点、同じように語句の問題で５７ページです。前回、私も少し意見を言

わせていただいたところが改善されたと思うんですが、一番最後のところの下線部が引い

てあるところなのですが、これは意識的にやられたのかなという気もするのですが、関係

部局による「連絡」になっています。表題は「連携の強化」なんですが、これは何か深い

意味があるのでしょうか。（笑）「携」のほうが一般的でいいように思うんですけれども。 

 それからもう少し内容に踏み込んだ話で、皆さん話題にされているネットワークに関連

した５８ページの図のところ、それから５２ページの図、これ両方とも非常にわかりやす

くなったと思うのですが、これももしかして私だけの感覚的な問題なのかもしれないので

すが、「ボランティア」という言葉が使われていますね。５２ページにボランティアという

丸がありますし、それから５８ページの「ボランティア等の参画希望者」というのがあり

ます。ここでイメージされているのがどういうことなのかということなのですが、つまり

例えばＫＡＯの例のようにそのコーディネーター自体がＮＰＯである場合もあるけれども、

例えば外部のＮＰＯが協力もしくは参画するという場合もいろいろ出てくると思うのです

ね。その場合、ＮＰＯとボランティアというのは同じなのかなという疑問がちょっとあり

ます。ボランティアというのは例えば個々の市民が、住民がこういうところに加わってい

く、何かそこで活動をするというのもある意味でボランティアなわけで、それと一つの法

人格を持っているＮＰＯ法人が、組織として参加するというのはちょっと意味合いが違う

ような気がしていて、ここではボランティアというのはどういう意味で使われているのか

というのを確認をしたいというのが最後の質問です。 

【中村土地利用調整課長】  ３つございましたが、最初に８ページ。確かに言葉が少し

変だと思います。普通は「業」の担い手なんで、農業なり林業とするのがいいのかなと思

います。 

【土屋委員】  例えば林業はもうほとんどやっていない場合があって、だけど森林所有

はしている、管理はしているという場合があると思うのです。なりわいなのか、もうちょ

っと広い管理なのか、ご検討いただきたい。 

【日尾野土地・水資源局次長】  特に森林の場合は森林組合の問題がありますが検討さ

せていただきます。 

【中村土地利用調整課長】  それから連携システムか、連絡システムかということです

が、情報が頭にあったものですから「連絡」と書いたのですが、特段それ以上の意味はあ

りませんので、表題と合わせるという意味では「連携」システムでもかまわないかなと思
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います。それから最後のご質問、ＮＰＯ、ボランティアの関係ですが、ここでイメージし

ているのはまさに個人的なボランタリーに参加する人々です。確かにＮＰＯ自身も組織体

として昔からボランティア団体とＮＰＯとどう違うんだというような議論もありましたけ

れども、重なっている部分あると思いますが、ここで強く意識したのは個人的な、作業に

参加する人という意味でのボランティアということを意識しています。 

【土屋委員】  そうするといわゆるＮＰＯというのは、ここには特に入れなくてもいい

というご判断ですか。 

【中村土地利用調整課長】  例えば……。 

【土屋委員】  全部の場合にでなくて、ある場合には追加になるという……。 

【中村土地利用調整課長】  このイメージ図でＮＰＯと書いていないということでござ

いますか。 

【土屋委員】  直接的にはそういうことです。（笑） 

【中村土地利用調整課長】  そうですね、確かに。そこは確かにＮＰＯという文言が抜

けているんだと思います。 

【土屋委員】  入れるかどうかご検討いただきたい……。 

【中村土地利用調整課長】  ここで言っているボランティアは個人という意識しかあり

ませんので、単語としてのＮＰＯは確かに欠落していると思いますので、直さないといけ

ないですね。 

【柳沢委員長】  それはさっきの企業の話と一緒にご検討ください。よろしいですか。

じゃあ亘理先生。 

【亘理委員】  まず資料２で言いますと９ページですけれども、伝統的な農地とか林業

の担い手について書き加えていただいたということで、この点は大変ありがたいんですけ

れども、同時に他方ＮＰＯとの関係なんですけれども、今回この資料３のほうで新たな資

料をつけ加えていただいて、ＮＰＯのいわば役割が増大してきているということなんです

が、ただご指摘されたとおり必ずしもこの報告書が意図している農地とか森林管理とかま

ちづくりということと、一般的なＮＰＯの非常に発展してきている状況を示すような分類

の仕方が対応はしていないわけなんですね。 

 ですから非常にいい資料なんだけれども、必ずしもこの報告書を支える資料として１０

０％適合的じゃないという面もあるかと思うんですが。ただひとつこの報告書自体からう

かがえる参考になるようなこととして、例えばこの報告書の２のほうの５２ページで先ほ
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どの名前が出ましたＫＡＯの会をモデルにしたイメージ図などからも分かりますように、

たしかこのＫＡＯの会というのはもともとは地元の福祉といいますか、社会福祉をいわば

増進するという目的の活動だったと思うんですね。こちらのほうは従来のＮＰＯの一般的

な分類の基準にむしろ対応したＮＰＯ活動をしているわけですけれども、いわばそういう

農地管理とか森林管理に直接目的にしているわけではないけれども、しかしほかの社会福

祉とかあるいは中越地震との関係で見ますと、ああいった災害復旧とかあるいは安全確保

とかという、そういうほかの目的を持って設立されたり活動しているＮＰＯとか非営利法

人が、実はこういった森林とか農地の関係とかあるいは地域振興などに非常に重要な役割

を果たしているという、そういうことがうかがえるのではないかと思います。ですので、

その辺をちょっと、こういった国土管理を直接目的としたようなものではないＮＰＯが、

実は地域コミュニティにおけるいろいろな主体と協力活動を経てそういった国土管理とか

農地管理、森林管理、まちづくりに貢献しているんだということを一言つけ加えると説得

力が増すのではないかという、そういう印象を持ちました。 

 これが１点目ですけれども、もう一つは報告資料の２のほうの１１ページからでありま

して、この辺は非常に「利用」の概念と言いますか、あるいは利用ということの多様性と

いうのを補足説明をされたことによって、特に１２ページの前半の部分ですけれども、非

常に説得力が増したのではないかと思いまして、とてもありがたいというふうに思います。

と同時にこの同じ資料の４８ページのⅣの１の（１）で始まる「所有者以外の利用の促進」

というところですね、この点も４８ページから４９ページにかけてあるところ、ここに書

いてあるとおりであるというふうに思うわけですけれども、特に４９ページの３行目から

の「しかしながら」という部分がこのとおりなんですが、ただちょっと議論としてかなり

大上段な議論をしているところがあって、これだけだと何となく危ういといいますか、読

み方によっては、人によってはあまり説得力を感じない人も出てくるかなという気もしな

いでもないわけですね。 

 これは当然前提にした上でこの報告書全体の基調から言うと、例えば農地とか林業の担

い手が非常に不足をしてきて深刻な問題になっているとか、あるいは国民の意識として環

境保全とか自然保護への関心が高まっていて、しかもＮＰＯとか地域ネットワークの役割

というのは非常に重要になっているんだということを言っているわけですから、その点を

ちょっともう一回簡単で結構ですから思い出すと言いますか、喚起することによって、そ

ういったことを状況に考えるならば、多様な主体による利用というのが重視する必要があ
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るんだということで、所有者だけによる利用に固執してはならないというところがかなり

説得力を持ってくるのではないかと思いましたので、この点も、多少この報告書全体の基

調をもう一回踏まえて補足をしたほうがよろしいのではないかという印象を持ちました。

以上です。 

【柳沢委員長】  ではご意見でよろしいですね。 

【中村土地利用調整課長】  ええ。 

【柳沢委員長】  わかりました。それでは岸井先生お願いします。 

【岸井委員】  全体を見渡すと第４章がいわば結論に相当するパートのようにお見受け

するんですが、４８ページ以降になるわけですが、前回もちょっとお話したようなことが

幾つか、その前のところにはかなり加えていただいて感謝いたしますが、最後の４８ペー

ジ以降のところで何か２つできたらどこかで言えないかなあと思っていることがあります。 

 １つは４８ページから４９ページにかけて、これ「土地利用概念の構築」という中に入

っているのでここに書くべきかどうかというのは迷うんですが、「所有者以外の利用の促

進」というそういう項目立てを立てていらして、この後に出てくる「地域コミュニティを

中心とした多様な主体による活用・管理」とかそういう方向に流れていくわけなんですけ

れども、土地所有者がそういう土地をゆだねることのインセンティブを何かどこかに書け

ないかと。公益的な利用が、公益性を重視した利用が必要だということもお書きになって

いるし、土地利用の概念としてはそういう暫定利用もあり得るんだということも言いなが

ら、じゃあそれを具体的に、２番目からネットワークになるんですけれども、２番目以降

で今のようなことをどこかで読もうかなあと思って見ているんですが、なかなかちょっと

読み取れないと。だからその土地所有者がどう使っていいかわからない方も、地域にはお

そらくいらっしゃる。ただ地域のために使ってもらったらいいなと思っている方もいらっ

しゃる。できれば税金ぐらいそれでまかなえれば非常にウエルカムだという方もいらっし

ゃると思いますので、何かその低・未利用地の所有者がそういう活動に対してより積極的

に土地をうまく活用していただけるという、ゆだねるような仕組みのインセンティブを何

かどこかで言えないかなあというのが１点目であります。 

 それから２点目はこれは５６ページぐらいから関係者間の連携というような話が出てき

まして、連携の強化というのが、これもネットワークの構築の一部ではあるんですが、出

てきまして、行政の連携だとか、コーディネーターというふうになるわけです。コーディ

ネーターの役割が５９ページに書いてありまして、地域資源の価値の見直しだとか、計画
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の立案だとかそれからマッチング等々をやったらどうかとこう書いてあるんですが、前半

のほうでつけ加えていただいた、一時期その土地を管理して集約化を図るとか、少し積極

的な意味合いのコーディネーター役というのがもうちょっと出てこないかなと。ですから

一たん土地を一時期、ここで「利用者と行政とのつなぎ」というところに入っているとい

うふうに読めないこともないんですが、土地のマッチングをするときにはそういうふうな

集約化というか、多少その土地をいじることも当然必要な場合があるわけで、前半のほう

ではそれを評価できるというふうに書き加えていただいたわけなんで、そういうことがコ

ーディネーター役の一つの機能として、コーディネーターなのかちょっと迷うんですけれ

ども、そういう機能がどこかにあってもいいんじゃないかということが、後ろのほうでも

読めるようにならないかという、その２点でございます。 

【柳沢委員長】  やや問題提起的ですが、いかがでしょうか。前者のお話は所有者がそ

ういう他者に利用をゆだねることに何かインセンティブが必要だということについてのコ

メントですが、その時必要性の議論と何か方法を少し書き込むのと両方あるんですか。必

要性は多分書けそうな気がしますね。方法は何かアイデアがありますか。 

【岸井委員】  途中でも出ていますが、多分税の話じゃないんじゃないかなあという気

もするんですけれどもね。ひとつはね。そこはなかなか書き込めないのかもわからんと思

ってはいるんですが、そういうことを何か施策として考えた方がいいということが、これ

は地方自治体の問題でもありますから……。 

【柳沢委員長】  少なくとも必要性はやはりそうですね。 

【岸井委員】  我々としては問題提起してもいいんじゃないかと。そういう志を持って

いる人は多分いるんだろうと思うんですよね。その土地を自分が持っているけれども、そ

の土地をうまく使ってくれる人がちゃんと出てくれるならば、ゆだねてもいいと思ってい

ると。ただその使者を信用できるかどうかとか、貸したけど返ってこないんじゃないかと

か。結局税金だけは払わなければいかんのかという話なんか考えた時に踏み切れないとい

う方がもしいるとすれば、ぜひそこのところはインセンティブになるようなものを何か用

意できたらいいなという気持ちなんですけれどもね。 

【柳沢委員長】  この点についてはどうですか。 

【日尾野土地・水資源局次長】  多分に今、岸井先生がおっしゃったことの一つの対応

としては、全部マッチングしているとは思いませんけれども、５４ページに書いてありま

す事例である愛知県の「空きスペースバンク」ですね。結局自分の土地を持っていて、だ
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れか使っている人たちがいるならば提供する用意があるよ、とこういうシステムをどうや

って世の中につくっていくかというのが解決方法の一つだと思っているんです。それで、

インセンティブの問題についていうと、なかなか正直何があるかというのは難しい議論も

ございまして、税の問題も単に税制全体のことも考えなければいかんものですから、私ど

もはすごく書きづらいという状況があるということです。 

 ですから後半の一部所有といいますか、一定の期間持っていればいいのかということに

なりますと、それは実はその間の財政問題、財政負担問題がございまして、その財政負担

問題と実はその地域の再開発との絡みという整理になりますので、ちょっと私どもの土地

利用だけかという観点から言うと、正直今のご時世の中で踏み込めるかというと残念なが

らという感じなんですよ、正直。したがって前半の事実認識としてこういうことも役に立

ってきていますよねということで、整理をさせていただいたというのが今回のこのレポー

トの整理でございまして、なかなかそこまでいくとちょっと土地・水資源局のレポートと

してはつらいかなという感じがございまして、それで実はさらっとは書いてありますけれ

ども、関係各省の中でしっかりそれぞれやってねというのが１行、新たに書きましたよね。

やはりそこは課題意識があるんですよと、自分たちのことをよく考えてやってくださいよ

というふうに、具体的ではありませんけれども、そういうつもりでさらっとしたものを入

れたというつもりでございます。 

【柳沢委員長】  私が言うのもちょっと変なんですけれども、今の都市再生機構のよう

な役回りというものの意味合いに近いことが前のほうに書いてありますね。今回はとにか

く長期に残って何か使わなきゃいけないというものにさしあたり的を絞ったという意味で

は、後ろではあまり書きにくいというのもわからんではないという感じがしますが。いか

がでしょう。 

【岸井委員】  まあ、この研究会が所管されている部局でできる話としては限界がある

ということは理解をするんですが、その必要性は言ってもいいんじゃないかというような

気持ちはありますけれども。そういうことは必要なんじゃないかというのは言ってもいい

んじゃないかと。それはここの範疇ではちょっと超えますねというのはそのとおりかもわ

かりませんけれども。 

【柳沢委員長】  宿題にしましょう。 

【岸井委員】  ええ。ご検討いただければ。 

【柳沢委員長】  ありがとうございました。それでは小田切先生お願いします。 



 -20-

【小田切委員】  私もほかの先生がおっしゃったように、形式的にもあるいは内容的に

も大変すばらしいものができたんだろうと思います。特に前回からの私どもの意見に対し

て真摯にご対応していただきまして、その点、心より感謝しております。逆に言えばほか

の省庁にもこういうことをお願いできるんだというのがよくわかりまして、（笑）いい勉強

になりました。 

 そういう意味で大きな変更点と言いましょうか、希望はありません。いずれもマイナー

なところなんですが、一つはコーディネーターのところ、先ほどさまざまな先生から出て

おりますが、ここで細かい点３点ほど申し上げたいんですが、１つはコーディネーターに

何か名称を与えるといいましょうか、そういうことも考えていいんではないかなと思いま

す。「土地利用コーディネーター」というのはあまりにも陳腐なんですが、ただそういうこ

とをやることのメリット、デメリットございまして、現場におけるコーディネーターは省

庁を超えた非常に多面的な活動をしているわけですので、そういうふうな名称を勝手につ

けてしまうことはいわば省庁の縦割り型のコーディネーターになってしまうということな

んですが、ただそういうふうな名称を与えることによって支援がしやすくなるということ

はあろうかと思います。先ほども村木先生との間であったように、例えば○○コーディネ

ーターの研修会をするなんてですね、あるいはそれに対して予算を出すなんていうそうい

うものの取り組みがしやすくなるということもありますので、このコーディネーターに何

がしかの名称を書き込むなんていうこともお考えいただきたいと思います。なお、我々農

村制度下の地域マネジャーなんていう言葉も比較的積極的に使ったりしております。そう

いうことも含めてお考えいただきたいと思います。 

 それからコーディネーターの、細かい点で恐縮なんですが、２点目なんですが、５２ペ

ージに新しい図をつくっていただいてありがとうございます。この「専門家等」というの

はコーディネーターのことだと思いますので、あえて今回「コーディネーター」という言

葉も使っていただいておりますので、５２ページの図の中には「（コーディネーター）」と

いうことで書き込んでいただければ後ろとのつながりができるんではないかと思います。 

 それからコーディネーターにかかわる３番目なんですが、今回のこの報告書ということ

ではなくお聞きいただきたいんですが、先ほどもありましたようになかなかコーディネー

ターに対する人件費補助というのは難しいということだったんですが、若干かかわりを持

っております「ふるさと財団」で実質的なコーディネーターに対する人件費支援のような、

これ実質的ということで直接ではないんですが、そういう仕組みがあるということを聞い
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てまいりました。その点では省庁ということではなくいろいろな団体が知恵を出すことに

よってそういうふうな支援もでき得るという可能性があるんだろうと思いますので、その

点のところは書き込む必要はありませんが、この報告書の背景に持っていただければとい

うふうに思っています。 

 それから大きなもう１点、決して大きくはないんですが、中央省庁、各省庁の連携、総

力を挙げてと言いましょうか、そういう意味だということで、事例の中に経済産業省、農

林水産省等々の名称を入れていただくということをやっていただきました。ただし私はど

うなのかなというそんな思いがあります。確かにいろいろな省庁がそれぞれの取り組みに

対して支援しているのは間違いなくて、それを事例の中に書き込むというのはそれはそれ

でいいのかもしれませんが、一方で県もおそらく支援をしているでしょうし、市町村も支

援をしているでしょうし、そういう意味では中央省庁の事業だけ取り出して書き込むとい

うことがいいのか悪いのか、これは前回も出てきた議論ですのでむしろ柳沢委員長のご対

応にお任せいたしますので、どのようなふうにしていいのかということはまたお考えいた

だければというふうに思っております。以上でございます。 

【柳沢委員長】  はい、ありがとうございました。 

【中村土地利用調整課長】  大体わかりましたけれども、先ほどの５２ページのイメー

ジ図のところで、確かにコーディネーターという言葉は出ていないんですが、多分コーデ

ィネーターが真ん中なんじゃないかという気がいたします。明示するとすればここの「地

域コミュニティ」のところに入るんだと思います。 

 それから今、関係省庁の補助金の話が出ましたけれども、実は省庁の補助金というつも

りで入れたんじゃなくて、どういう財源かという観点で入れております。先ほどちょっと

見ていただいたものが農水省と経産省の補助だったんで、そういう印象を持たれたんだと

思うんですが、市町村が補助しているものもわかっているものはそういうふうに書いてい

ますし、それから自分たちの会費でやっているものは会費でやっているんですよというこ

とを、まさにお金がどこから来ているかということをあらわしただけです。 

【小田切委員】  今の点、よく了解いたしました。 

【日尾野土地・水資源局次長】  先生、３２ページの例えば宮城県の南三陸の事例では

町の、町費の補助だと。それから次のページの３３ページのコラム、多自然居住の兵庫の

場合は③のところが県、市町村がそれぞれ補助という具合に、財源を書いているだけでご

ざいます。 
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【小田切委員】  わかりました。 

【柳沢委員長】  はい、それでは有田先生お願いします。 

【有田委員】  最後ということで細かいことも含めて要望や意見を申し上げたいと思い

ます。粗放管理という概念を非常にご苦労いただいて書き込んでいただいたというふうに

読ませていただきました。それに関してまず１１ページなんですけれども、この（１）の

②で土地利用のあり方の概念について、低・未利用地の利用のあり方の概念がア、イ、ウ、

エとして整理されておるんですが、それでアは一般的なことで、イが多分多目的といいま

すかそういった使用に対する概念だろうと、ウについて環境、エコネットなんかにかかわ

ることをお書きになったのかなという気がします。それでちょっと言葉を足していただき

たいと思うのは、「自然植生の保全など空間が存在する」となっていますが、「保全などに

必要な空間」といったような表現のほうがわかりやすいのかという気がいたします。 

 それからエに関してはちょっとこれは後で粗放管理を書き込んでいただいたこととも関

係するんですけれども「支障を生じないよう」という文言の後に、例えば「また土地の本

来機能を保全するために行う最低限の管理」といったような形で書き込めないかというふ

うに思いました。 

 同じようなところですけれども（２）の①でイが、上のイとウかな、がまとめられて書

かれていますので、「利用を促すべき土地」と書いてありますが、「促進」あるいは「誘導」

といったような表現の方が２つを丸めた表現としては合うのかなという気がいたします。 

 ちょっと今のところは細かいところですが、またウに関して言いますと、さっきのエの

表現ともかかわるんですが、２行目で「地域全体としての適切な土地利用を維持する観点」

と書いてありますが、「適切な土地資源の保全や土地利用を維持する」といったような表現

にできないかなという気がいたします。 

 あと感想的なことですが、その後のアンダーラインを引かれたところの記述で、最初の

センテンスについては了解するんですけれども、後と②のところで書かれていることが、

私の読んだ印象ですけれども、ちょっともたもたしているような感じを受けました。むし

ろここでお書きになりたいと思っていたこと、むしろ計画がベースになるのかわからない

んですけれども、地域の土地管理というものがベースにあって、それに基づいた適切な調

整というような論旨になるのかなというような印象で読ませていただきました。そう見る

とちょっと私のとらえ方からいくと、少し理解がしにくかったというところがあります。 

 それに関連して５ページですが、（１）の３番目のパラグラフの「また、土地には」とい
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うところですが、最後に「そのような投資が無駄になることとなる」というのは例えば圃

場整備や土地区画整理事業に関しては多分こうだろうなというふうに読むんですが、例え

ば粗放管理における投資というものを考えた場合に、ちょっとそれさえ無駄になっちゃう

というふうなことにならないかなという、ちょっとこれは杞憂的なところです。例えばそ

のような「無駄になる」というところを「好ましいことではない」くらいの表現でも意図

は通じるのかなという気がいたしました。それがまず１点です。 

 それから２点目はちょっと今さらというふうにおっしゃられるかもしれませんが、２８

ページですが、（２）、（３）までが農業における対応というところでお話があったんですが、

もう一つ気づいたのは島根県なんかでやられている耕作放棄された農地に牛を放牧すると

いうこれをどうとらえるのかというのは、これは小田切さんのご意見にお聞きしたいんで

すけれども、一つは異なる営農組織間の協働による土地利用というようなところでとどめ

るのか、あるいは農法的な展開というふうにしてもう少し大きくとらえたほうがいいかち

ょっとわからないんですが、そういう事例も組み込めないのかなと。例えば耕作農家が管

理できない土地を畜産農家がそこの草を食べる土地としてやることによって全体の農地資

源が保全されるといったような試みがあるわけですが、この整理の中で入るのかどうかち

ょっと、そういう気がいたします。 

 あとはちょっと意見のようなことですが、４３ページ「遊休土地制度」についての記述

ですが、全体のトーンなんですけれども、制度ができて１７２件、これが立派に役立って

いるというふうに書かれているんですが、一般的な読み方だと、そんなにあってまだ１７

２件なのという受けとめ方が一般的なんではないかと思うんですね。これをどういうのか、

積極的に位置づけてもっと積極的に使っていくんだというんだったら、ちょっとこれは過

大評価じゃないのかなと。これはこれとして使うんだということなのか、その辺のニュア

ンスがあるのかなという気がいたしました。 

 あと１点、ちょっと些細なことですが、５０ページですが「公益性の重視（非経済的な

利用）」となっていますが、公益性を重視することと非経済的な利用をすることとは多分イ

コールではないんだろうという気がするんです。なぜそんなことを言うのかというと、こ

こに市民農園の例が出ていますが、市民農園というのは非常に多様な形態があって、ベー

スには農家がやったりする場合はやっぱりこれは経済的な行為なんだろうと思います。あ

えて「非経済的な利用」というふうに書く必要があるのかどうかというのがあります。大

体以上です。 
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【柳沢委員長】  はい、ありがとうございました。たくさんご指摘をいただきました。

後半のご指摘はともかくとして、前半のほうのお話は粗放管理というものをかなり意識し

て直してほしいというご注文だったと思うんですが、私などの理解では農地の粗放管理と

いうのはやむを得ない措置ではないかという気がするんですけれども、先ほどのご指摘は

これからはむしろそういうことを積極的に視野に入れて、やむを得ない措置よりはもうち

ょっと踏み出した価値観のようなニュアンスを受けたんですが、どうなんでしょう。先ほ

どの投資が無駄になるというところの粗放管理も視野に入れると……。 

【有田委員】  そこまでだめだったよと言われたら困るなというのが私の印象で、さっ

き言われたように粗放管理はいかんと、ともかくやっておくべきだという、それがおっし

ゃるように粗放管理というのは当面のやむを得ない措置としてとらざるを得ない側面はあ

るわけですね。 

【柳沢委員長】  そういう認識のもとではいいんですね。粗放管理はやむを得ない措置

だということでは……。 

【有田委員】  はい、それはやはり問題は……。 

【柳沢委員長】  わかりました。そういう前提でどうぞ。 

【中村土地利用調整課長】  一番最初の投資が無駄になるという話は、粗放管理も一応

管理というか利用の範疇に含めていますので、そういう意味ではこの無駄というのがきい

てこない世界という論旨といいますか、ロジックになると思うんですね。だからちょっと

そこまでセンシティブになる必要はないのかなと思います。全体を見れば粗放管理も利用

の範疇ですよということにしてありますから、そういうところは無駄とは言えないという

ことです。それから利用とか低・未利用のところの書きぶりの話につきましてはちょっと

考えてみたいと思います。 

 それから１２ページあたりのご指摘は、特に流れとして変だというところがあるんでし

ょうか。 

【有田委員】  いやちょっと……。 

【中村土地利用調整課長】  確かにもたもたしているというのは、最初の原案をつくっ

ている側としても、もうちょっと簡潔でもいいのかなという気もするんですが、ただ先ほ

ども申し上げましたように、利用とか低・未利用というのがスパッと決まってこないとい

うところがあります。それをこちらから攻め、あちらから攻め、こういうことも考えてお

かないといけないし、結局あるところがアプリオリに低・未利用地だ、利用地だというふ
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うにわかるかというとそういうふうにはならないので、ああだこうだと書いてあるという

印象を受けると思うんですが……。 

【有田委員】  なんか結局ここで読んでもわからないなあという話になっちゃうので、

むしろそういう地域の土地利用の中の管理の中できっちり位置づけられることなんですよ

ということを僕は強調すればいいのかなと思うんですね。何かあっちから見ればこうだ、

こっちから見れば……。 

【中村土地利用調整課長】  そうですね、ただそれを最初にしてしまうと第４章の最後

の部分がちょっと書けなくなってしまうという構造に実はなるわけでして……。 

【柳沢委員長】  見方によって違うというのは今回の対象外ですよと言っているのだと

私は思いました。ちょっとまあ確かに読みにくいところはあるんですが。 

【中村土地利用調整課長】  ここでまず結論を出してしまうと４章の後半のところはち

ょっと要らなくなってしまうので。 

【有田委員】  何か概念がぐちゃぐちゃとなっちゃうというような感じがするんですね。 

【柳沢委員長】  いいですか。表現のレベルはまたちょっと……。 

【中村土地利用調整課長】  島根の粗放管理というか耕作放棄地での放牧というのは農

的な利用しているということなんですね。 

【日尾野土地・水資源局次長】  そうすると、例えば昔あったように鹿児島の水田地帯

でみかんを植えていて取れなくなったやつをもう一度畑地化したとか、そういうやつと一

体本質的に何が違うかという議論になりますんで、ちょっとなかなかここの中では使いに

くいなという感じがしますね。まあかなり様子が違うことはわかっていますけれども。 

【有田委員】  ちょっと思い出の話をさせていただきたいんですけれども。日本は長ら

く無畜農業だったんですね。農業の生産構造の中に畜産というものが入ってきていなかっ

た。この牛で一たん一時期放牧をして、草を刈って、管理しておいて、ローテーションを

して、地力が高まったところで畑作をつくるというような地域での土地利用ローテーショ

ンの中に畜産が入っていくとか、そのことによって管理できる面積が全体として広がると

いうようなことが、一つは構想してもできないかなというところがあるんです。それはま

だおまえたちの作文の世界の話だと言われるとそれまでなんですけれども。 

【小田切委員】  よろしいですか。今の管理の点、確かに微妙な論点でしばしば棚田放

牧事業なんていうふうに言われておりますが、島根、山口、宮崎などでたびたび行われて、

その後全国的な広がりを見せております。それで、これを農業の本来的土地利用というふ
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うにとらえて、そして確かに食料自給率の維持向上につながりますから、そういう意味で

は農水省サイドの仕事と言いましょうか、考え方で、ここではとりわけ取り扱わなくても

いいだろうという考え方もあるだろうし、一方そうはいっても粗放的土地利用といわば本

来的土地利用の中間を目指したようなものではないかという考え方もあるんだろうと思い

ます。それでその点で言えば、やっぱり先ほどの有田先生がおっしゃったような１２ペー

ジのところには「農地を草地にしたり」という表現でここに粗放的土地利用の一つの形態

として一語入っているところがありますので、ある種の判断が皆様方のほうで、事務局サ

イドであったのかなというふうに思うんですが、その点はいかがでしょうか。 

 私は申し上げたように２つの立場があってどちらにとらえるのかということについては

むしろ棚田放牧地事業については粗放的土地利用の一つのタイプであるというとらえ方が

あったんではないか。そういう意味では書き込まれているというのが私の理解したところ

なんですが。 

【日尾野土地・水資源局次長】  確かに例えばこの中の中間、地域の支援基金の話を記

述しておりますし、ふゆみずたんぼの場合も別に田んぼとして使った後の水の利用という

意味である意味では高度利用みたいな話ですから、全くそういうものが入っていないとい

う概念は持っているわけではないんですけれども、悩ましいところではあるんです。ただ

どうも何となく私のイメージからいうと昔の、何て言いますか、私の農林省に入っていろ

いろ聞いていますと昔の蹄耕法とかああいうイメージがあるものですから、ちょっと違う

かなという感じなんです。 

 例えば大分における林間放牧の試みとかそういうやつとか、そういうことを考えたとき

に、確かに棚田の放牧なんかもある程度起きているのはわかっていますけれども、ちょっ

と事例として取り上げるのはどうかなという感じもしないではないと。おっしゃっている

ことはわからないわけではありません。現実問題として事例としては中山間地域の人が農

から農への実は有効利用だと書いてあるわけで、その一つのタイプではあることは否定は

するつもりはありませんけれども。 

【柳沢委員長】  一応今回の記述の対象にはなっていると……。 

【日尾野土地・水資源局次長】  観念的には入っていると思います。 

【柳沢委員長】  もうちょっとそれを詳しく書くかどうかということですね。ちょっと

それは事務的に検討させてください。それでは特にほかにご発言がありましたら、また。

どうぞ。 
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【鷲谷委員】  最初だったので整理せずに発言したのでちょっと言い足りなかったこと

なんですけれども、企業にかかわるところなんですが、企業が本業としてかかわることが

ここには取り入れられているように思うんですけれども、企業のＣＳＲ、社会貢献活動と

してほかの主体と連携して公益に資する形で、所有している土地もしくは全く別の場所で

土地管理に参加するようなことについてはまだ記述がないような気がするんですね。この

５８ページの「企業」というのもどちらかといえば本業でのかかわりで企業というのが入

っているような感じがするんですけれども。もしご参考にされるんでしたら、先ほどちょ

っと触れたＮＥＣの谷津田復元の取り組みというのがＮＥＣのホームページなどで見るこ

とができますので、これにいい事例になり得るのかどうかはご判断だと思いますが、そう

いうことも一つの例ですけれども、いろいろな新しいトレンドが生じつつある時代なのか

なという気がいたしますので。 

【柳沢委員長】  はい、ありがとうございました。今のご発言を参考にさせていただき

ますが、特にほかにご発言ございませんか。それでは全体としては補強するという立場で

の非常にたくさんの貴重なご意見をいただきましたが、あとの取りまとめは恐縮ですが私

と事務局にお任せいただくということでご了解いただきたいと思います。 

【有田委員】  委員長、ちょっと。 

【柳沢委員長】  はい、どうぞ。 

【有田委員】  あのいろいろな条件をつけ加えていただいて、非常に細かく考慮いただ

いた報告だと思うんですけれども、そのために報告書のセンテンスが非常に長いのがあっ

て、例えば４８ページのところなんかだとワンセンテンスで６行とか７行とかですね、も

しも最後におまとめになるとき、その辺ちょっとご配慮いただければ。 

【柳沢委員長】  対外的に出していくという意味でも、読みやすさに、もう一回そうい

う観点でも目を通せというご指摘ですので、それも含めて対応させていただきたいと思い

ます。 

 私の個人的な意見を一つだけちょっと。非常に読みやすくなったと思うんですが、願望

なんですが、先ほどの小田切先生のご発言のＮＰＯの活動の財源の話なんですけれども、

前回私がお話したのは財源だけではなくて、そのＮＰＯの活動というものが成立している

経済的な基盤のような観点で、何か様子がわかるようにならないかなと。もちろん補助金

がどこから出ているとか、会費で運営されているとかいうことはそれの一つなんですが、

あるいは要するに参加している人が有償で参加している場合と、もうほとんど要するに無
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償の労力提供ということで成り立っている活動であるとかそういうことも視野に入れて、

ちょっと経済的な成り立ちの見取り図のようなものをそれぞれに持って、それがこのＮＰ

Ｏというのはこんな構造になっているという、そういうようなイメージのことができない

かなと思っていたんですが、やると結構大変なんで、（笑）これはもう願望です。 

 それからもう１点、低・未利用地の英国のバンクの制度の話との関連で、日本でもこれ

は非常に有効だという話がありましたが、５５ページの真ん中あたりに個人情報との関係

もあって公開については難しい面もあるというエクスキューズがあるんですけれども、前

のほうにあります遊休土地制度との関連で、できれば一定の期間以上、低・未利用になっ

ているということがはっきりしているものについては、むしろ登録を義務づけるようなそ

ういう制度的な対応の可能性というのが出てくるとすごく迫力があるなとは思ったんです

けれども。これはあまり簡単に書けることではありませんので、願望です。 

 それではもう１点、最後終わりなんですけれども、前回のご説明の時に対外的な啓発の

書だというような位置づけですので、ぜひこれはでき上がったものについては印刷をして

広く社会的に発信していただくということをお願いをして、終わりにさせていただきたい

と思います。特に何かございますか。まだちょっと時間がありますので、おっしゃりたい

ことがありましたらどうぞ。 

【岸井委員】  先ほど言ったことと関連するんですが、政策としてその地域コミュニテ

ィが土地を管理するというところに焦点が当たっているのはよく理解できるんですが、地

方自治体がそこに一枚ちゃんと責任を負うということが、もうちょっとどこかに少しあっ

てもいいかなという印象が私としては持っていまして、先ほどの話は全部そこに実は絡む

んですけれども。一たんはそういうふうな受け皿として地方自治体が中に入ってつないで

あげるというのが、ほんとうは一番実現しやすい方法ではないかというふうに思っていま

す。 

【柳沢委員長】  わかりました。よろしいでしょうか。それでは進行をお返しいたしま

す。 

【中村土地利用調整課長】  はい。どうもいろいろありがとうございました。先ほど委

員長からございましたように中間取りまとめは、いただきましたご意見を踏まえて委員長

と相談をして早急に完成版にいたしたいと思っております。それから７月５日の水曜日に

この小委員会の一つ上の、土地政策分科会の企画部会が開催される予定になっております。

そこで柳沢委員長から中間取りまとめについてご報告をしていただく予定になっておりま
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すので、ご紹介いたします。 

 それでは最後に閉会に当たりまして、土地・水資源局長の阿部よりごあいさつを申し上

げたいと思います。局長よろしくお願いいたします。 

【阿部土地・水資源局長】  それでは閉会に当たりまして一言ごあいさつを申し上げま

す。議論については前回やったので今日はもうシャンシャンかと思ったら、最後の最後ま

で大変、最後に至るまで熱心にご意見をいただきまして本当にありがとうございました。

先生方の熱意を感じた次第でございます。 

 未利用地の問題というのはなかなか今まで政策としては取り上げられない、どうしても

各省でやる場合でもポジティブな政策というのは割と前に行くんですけれども、取り残さ

れている部分の問題になっているんです。そういう問題というのはなかなかやろうと思っ

てもインセンティブがわかない。ですけれども、今後、人口減少社会、高齢化ということ

になりますと、その未利用地というのがどんどん広がることによって地域が崩壊していく

おそれがあり、その地域の形が未利用地の賦存状況という形で地域により随分差が出てく

るのではないかなと思うわけでございます。この先々わかりませんけれども、これからま

すます人口が減り、大都市の集中というのがまた続く可能性が高く、低・未利用地の問題

は本当に国土全般の今後の大きな課題であると思って、私ども取り組んだわけでございま

す。 

 おかげさまで大変具体的な事例だとか、施策の方向もお出しいただき、私どもの考え方

もご了承いただいた点もございます。ぜひこれを基本にし、まずは今まで集めた事例を含

めて今回の報告書をすべての地方公共団体に配布し、啓発していきたいと思っております。

また、この問題というのはそう軽々には終わりませんので、今後とも引き続き低・未利用

地の問題に取り組んでいきたいというふうに思っております。 

 土地・水資源局はなかなか具体の規制手法とか財政措置ということになりますとちょっ

と薄い面がありますけれども、いろいろな情報提供という形で各地方公共団体あるいは各

省にも働きかけて、一つのムーブメントをつくっていく、そういう役割を果たしていきた

いと思っています。今回ひとまず低・未利用地対策検討小委員会は幕を閉じさせていただ

きますけれども、今後引き続き様々な課題がやってまいりますので、今後とも土地行政に

ついてもご高配を賜ればと思っております。 

以上をもちまして、簡単でございますが、お礼の言葉にかえさせていただきます。あり

がとうございました。 
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【中村土地利用調整課長】  それでは以上をもちまして終了にいたしたいと思います。

これまでの資料をとじたファイルを机の上に置いておりましたけれども、中間取りまとめ

の完成版と一緒に郵送させていただきたいと思います。要らないとおっしゃる方もいらっ

しゃるかもしれませんが、（笑）せっかくの記念ですので送らせていただきますのでよろし

くお願いいたします。 

 今後とも低・未利用地問題をはじめとして、いろいろとお世話になると思いますけれど

も、よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 


